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(57)【要約】
【課題】従来では、認証情報記録媒体を貼り付けた腕時
計を装着したユーザが、携帯端末を保持していないにも
関わらず、携帯端末の近辺に所在してさえいれば、ロッ
クが解除されてしまう。
【解決手段】ウェアラブル端末２は、認証情報と、加速
度センサ２７から出力される第１の加速度データを携帯
端末１に送信する。携帯端末１の加速度センサ９は、第
１の加速度データを出力する。ロック制御部１４は、ロ
ック機能が設定されている場合において、ウエラベル端
末２から送信された認証情報が正当であるときには、第
１の加速度データと第２の加速度データとが、ウェアラ
ブル端末２と携帯端末１とが同一ユーザに保持されてい
ることを示すか否かに基づいて、ロック機能の解除を制
御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の加速度センサを備えたウェアラブル端末との通信が可能な携帯端末であって、前
記ウェアラブル端末は、前記第１の加速度センサから出力される第１の加速度データを前
記携帯端末に送信し、
　前記携帯端末は、
　前記ウェアラブル端末との間で通信を行う通信部と、
　ロック機能を設定および解除するロック制御部と、
　第２の加速度データを出力する第２の加速度センサとを備え、
　前記通信部は、前記ウェアラブル端末から前記第１の加速度センサが出力する第１の加
速度データを受信し、
　前記ロック制御部は、ロック機能が設定されている場合において、前記第１の加速度デ
ータと前記第２の加速度データとが、前記ウェアラブル端末と前記携帯端末とが同一ユー
ザに保持されていることを示すか否かに基づいて、前記ロック機能の解除を制御する、携
帯端末。
【請求項２】
　前記ウェアラブル端末は、さらに認証情報を前記携帯端末に送信し、
　前記通信部は、前記ウェアラブル端末から、さらに前記認証情報を受信し、
　前記ロック制御部は、ロック機能が設定されている場合において、前記受信した認証情
報が正当であるときに限り、前記第１の加速度データと前記第２の加速度データとが、前
記ウェアラブル端末と前記携帯端末とが同一ユーザに保持されていることを示すか否かに
基づいて、前記ロック機能の解除を制御する、請求項１記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記ロック制御部は、前記第１の加速度データと前記第２の加速度データとが、前記ウ
ェアラブル端末と前記携帯端末とが同一ユーザに保持されていることを示す場合には、前
記ロック機能を解除する、請求項１記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記ロック制御部は、前記第１の加速度データと前記第２の加速度データとが、前記ウ
ェアラブル端末と前記携帯端末とが同一ユーザに保持されていることを示す場合には、前
記ロック機能の解除を簡略化する、請求項１記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記携帯端末は、
　ユーザからの入力を受け付ける入力部を備え、
　前記ロック制御部は、前記ロック機能の解除のために前記入力部からのパスワードの入
力を要求し、前記第１の加速度データと前記第２の加速度データとが、前記ウェアラブル
端末と前記携帯端末とが同一ユーザに保持されていることを示す場合には、前記パスワー
ドを構成する複数の文字のうちの一部の文字が入力されたときに、前記ロック機能を解除
する、請求項４記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記ロック制御部は、前記第１の加速度データと前記第２の加速度データとが、前記ウ
ェアラブル端末が装着されている腕の掌に前記携帯端末が保持されていることを示すとき
には、前記ロック機能を解除、または前記ロック機能の解除を簡略化する、請求項１記載
の携帯端末。
【請求項７】
　前記ロック制御部は、前記第１の加速度データと前記第２の加速度データとが、前記ウ
ェアラブル端末が装着されている第１の腕とは別の第２の腕の掌に前記携帯端末が保持さ
れ、所定のパターンで、前記第１の腕と前記第２の腕とが動作したことを示すときには、
前記ロック機能を解除、または前記ロック機能の解除を簡略化する、請求項１記載の携帯
端末。
【請求項８】
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　前記ロック制御部は、前記第１の加速度データと前記第２の加速度データとが、前記ウ
ェアラブル端末を装着し、かつ前記携帯端末を保持しているユーザが移動したことを示す
ときには、前記ロック機能を解除、または前記ロック機能の解除を簡略化する、請求項１
記載の携帯端末。
【請求項９】
　ウェアラブル端末との通信が可能な携帯端末におけるロック制御方法であって、
　前記ウェアラブル端末は、第１の加速度データを出力する第１の加速度センサを備え、
前記携帯端末は、第２の加速度データを出力する第２の加速度センサを備え、
　前記ロック制御方法は、
　前記携帯端末が、ロック機能を設定するステップと、
　前記携帯端末が、前記ウェアラブル端末から送信された認証情報を受信するステップと
、
　前記携帯端末が、前記受信した認証情報が正当か否かを判定するステップと、
　前記携帯端末が、前記ウェアラブル端末から送信された前記第１の加速度データを受信
するステップと、
　前記携帯端末が、前記受信した認証情報が正当であるときには、前記受信した第１の加
速度データと、前記第２の加速度センサから出力される前記第２の加速度データとが、前
記ウェアラブル端末と前記携帯端末とが同一ユーザに保持されていることを示すか否かに
基づいて、前記ロック機能の解除を制御する、携帯端末のロック制御方法。
【請求項１０】
　第１の加速度センサを備えたウェアラブル端末との通信が可能な携帯端末であって、前
記ウェアラブル端末は、前記第１の加速度センサから出力される第１の加速度データを前
記携帯端末に送信し、
　前記携帯端末は、
　前記ウェアラブル端末との間で通信を行う通信部と、
　ロック機能を設定および解除するロック制御部と、
　第２の加速度データを出力する第２の加速度センサとを備え、
　前記通信部は、前記ウェアラブル端末から前記第１の加速度センサが出力する第１の加
速度データを受信し、
　前記ロック制御部は、ロック機能が設定されている場合において、前記第１の加速度デ
ータと前記第２の加速度データとが、所定の条件を満たす場合には、前記ロック機能の解
除を制御する、携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末および携帯端末のロック制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば、特許文献１（特開２０１３－１８７８７９号公報）に記載の携帯端末は、ユ
ーザからの入力に対応して特定される特定処理の実行が禁止されたロック状態において当
該特定処理を実行するための条件が成立したときに、ユーザが所有する腕時計に貼付けら
れた認証情報記録体と近距離通信を行なう。携帯端末は、認証情報記録体が記録するＩＤ
情報を取得して、ＩＤ情報が正当である場合に、ロック状態を解除する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１８７８７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】



(4) JP 2018-201249 A 2018.12.20

10

20

30

40

50

　しかしながら、特許文献１に記載のロック解除方法では、たとえば、認証情報記録媒体
を貼り付けた腕時計を装着したユーザが、携帯端末を保持していないにも関わらず、携帯
端末の近辺に所在してさえいれば、ロックが解除されてしまう。その結果、他人が、ロッ
クが解除された携帯端末を無断で操作することが可能となり、セキュリティ上問題となる
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一態様の携帯端末は、第１の加速度センサを備えたウェアラブル端末との通信
が可能な携帯端末であって、ウェアラブル端末は、第１の加速度センサから出力される第
１の加速度データを携帯端末に送信し、携帯端末は、ウェアラブル端末との間で通信を行
う通信部と、ロック機能を設定および解除するロック制御部と、第２の加速度データを出
力する第２の加速度センサとを備える。通信部は、ウェアラブル端末から第１の加速度セ
ンサが出力する第１の加速度データを受信し、ロック制御部は、ロック機能が設定されて
いる場合において、第１の加速度データと第２の加速度データとが、ウェアラブル端末と
携帯端末とが同一ユーザに保持されていることを示すか否かに基づいて、ロック機能の解
除を制御する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の一態様によれば、ウェアラブル端末を装着したユーザが、携帯端末を保持して
いないときには、携帯端末のロック機能が解除されないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施形態の携帯端末とウェアラブル端末からなる電子システムを表わす
図である。
【図２】第１の実施形態でのロック機能が解除される例を表わす図である。
【図３】第１の実施形態のロック機能の設定および解除の手順を表わすフローチャートで
ある。
【図４】第１の実施形態の効果を説明するための図である。
【図５】第２の実施形態でのロック機能が解除される例を表わす図である。
【図６】第２の実施形態のロック機能の設定および解除の手順を表わすフローチャートで
ある。
【図７】第３の実施形態でのロック機能が解除される例を表わす図である。
【図８】第３の実施形態のロック機能の設定および解除の手順を表わすフローチャートで
ある。
【図９】第４の実施形態のロック機能の設定および解除の手順を表わすフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
　［第１の実施形態］
　図１は、本発明の実施形態の携帯端末１とウェアラブル端末２からなる電子システムを
表わす図である。
【０００９】
　ウェアラブル端末２は、ユーザの腕に装着される。ウェアラブル端末２は、制御部２１
と、ディスプレイ２２と、タッチパネル２３と、メモリ２５と、近距離通信部２６と、加
速度センサ２７とを備える。制御部２１は、表示制御部２８と、入力制御部２０と、アプ
リケーション実行部３０と、近距離通信制御部３１と、センサ制御部３２とを備える。
【００１０】
　アプリケーション実行部３０は、ウェアラブル端末２用のアプリケーションを実行する
。
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【００１１】
　ディスプレイ２２は、アプリケーション実行部３０の実行結果などを表示する。表示制
御部２８は、ディスプレイ２２の表示を制御する。
【００１２】
　タッチパネル２３は、ユーザからの入力を受け付ける。入力制御部２９は、タッチパネ
ル２３を制御する。
【００１３】
　加速度センサ２７は、第１の加速度データを出力する。センサ制御部３２は、加速度セ
ンサ２７の動作を制御する。
【００１４】
　メモリ２５は、第１の認証ＩＤを記憶する。
　近距離通信部２６は、携帯端末１との間で通信を行なう。具体的には、近距離通信部２
６は、携帯端末１からの指示を受けて、メモリ２５に記憶されている第１の認証ＩＤを携
帯端末１へ送信する。また、近距離通信部２６は、携帯端末１からの指示を受けて、加速
度センサ２７が出力する第１の加速度データを携帯端末１へ送信する。近距離通信制御部
３１は、近距離通信部２６の動作を制御する。
【００１５】
　携帯端末１は、ディスプレイ４と、タッチパネル５と、メモリ６と、アンテナ７と、無
線通信部８と、加速度センサ９と、近距離通信部１０と、制御部３とを備える。制御部３
は、無線制御部１１と、表示制御部１２と、入力制御部１３と、ロック制御部１４と、セ
ンサ制御部１５と、アプリケーション実行部１６と、近距離通信制御部１７とを備える。
【００１６】
　アプリケーション実行部１６は、各種のアプリケーションを実行する。
　ディスプレイ４は、アプリケーション実行部１６の実行結果などを表示する。表示制御
部１２は、ディスプレイ４の表示を制御する。
【００１７】
　タッチパネル５は、ユーザからの入力を受け付ける。入力制御部１３は、タッチパネル
５を制御する。
【００１８】
　無線通信部８は、アンテナ７を通じて、図示しない無線基地局との間で無線通信を行な
う。
【００１９】
　加速度センサ９は、第２の加速度データを出力する。センサ制御部１５は、加速度セン
サ９の動作を制御する。
【００２０】
　メモリ６は、第２の認証ＩＤを記憶する。
　近距離通信部１０は、ウェアラブル端末２との間で通信を行なう。具体的には、近距離
通信部１０は、ロック機能が設定されているときに、ウェアラブル端末２に対して第１の
認証ＩＤの送信を指示し、指示に従ってウェアラブル端末２から送信される第１の認証Ｉ
Ｄを受信する。また、近距離通信部１０は、ロック機能が設定されているときに、ウェア
ラブル端末２に対して第１の加速度データの送信を指示し、指示に従って、ウェアラブル
端末２から送信される第１の加速度データを受信する。
【００２１】
　ロック制御部１４は、ロック機能を設定および解除する。ロック制御部１４は、電源が
オンとなり、携帯端末１が起動後に、ロック機能を設定する。ロック制御部１４は、ロッ
ク機能が設定されている場合には、パスワードの入力を除き、ユーザからの入力を受け付
けない。
【００２２】
　ロック制御部１４は、メモリ６に記憶されている第２の認証ＩＤと、ウェアラブル端末
２から送られてくる第１の認証ＩＤとを照合する。ロック制御部１４は、照合結果が一致
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するときに、受信した第１の認証ＩＤが正当であると判定する。
【００２３】
　ロック制御部１４は、ロック機能が設定されている場合において、受信した第１の認証
ＩＤが正当であるときには、受信した加速度センサ２７から出力される第１の加速度デー
タと、加速度センサ９から出力される第２の加速度データとが所定の条件を満たす場合に
、ロック機能を解除する。ここで、所定の条件とは、第１の加速度データと第２の加速度
データとが、ウェアラブル端末２と携帯端末１とが同一ユーザに保持されていることを示
すための条件である。
【００２４】
　本実施の形態では、ロック制御部１４は、第１の加速度データと第２の加速度データと
が、ウェアラブル端末２が装着されている腕の掌に携帯端末１が保持されていることを示
すときには、ロック機能を解除する。たとえば、第１の加速度データが示す加速度の方向
と第２の加速度データが示す加速度の方向が略同一、すなわち加速度方向の差が定の角度
以内のときには、ユーザが、ウェアラブル端末２を装着している腕の掌に携帯端末１が保
持されていることが示される。
【００２５】
　図２は、第１の実施形態でのロック機能が解除される例を表わす図である。
　図２（ａ）は、ユーザの腕の動作前の状態を示し、図２（ｂ）は、ユーザの腕の動作後
の状態を表わす。
【００２６】
　ユーザが左腕にウェアラブル端末２を装着し、携帯端末１を左の掌に保持した状態で、
左腕を動かしたときには、第１の加速度データが示す加速度の方向と第２の加速度データ
が示す加速度の方向が略同一となり、ロック機能が解除される。
【００２７】
　図３は、第１の実施形態のロック機能の設定および解除の手順を表わすフローチャート
である。
【００２８】
　まず、ステップＳ１０１において、ユーザが携帯端末１の図示しない電源オンのボタン
を押下すると、処理が、ステップＳ１０２に進む。
【００２９】
　ステップＳ１０２において、携帯端末１のロック制御部１４が、ロック画面を表示し、
ロック機能を設定する。
【００３０】
　ステップＳ１０３において、携帯端末１のロック制御部１４が、近距離通信部１０を通
じて、ウェアラブル端末２に対して、第１の認証ＩＤを送信するように指示する。
【００３１】
　ステップＳ１０４において、ウェアラブル端末２の近距離通信部２６が、第１の認証Ｉ
Ｄの送信指示を受信した場合に、処理がステップＳ１０５に進む。
【００３２】
　ステップＳ１０５において、ウェアラブル端末２の近距離通信部２６が、メモリ２５に
記憶されている第１の認証ＩＤを送信する。
【００３３】
　ステップＳ１０６において、携帯端末１のロック制御部１４が、近距離通信部１０を通
じて、ウェアラブル端末２から第１の認証ＩＤを受信した場合には、処理がステップＳ１
０７に進み、第１の認証ＩＤを受信しなかった場合には、処理がステップＳ１１４に進む
。
【００３４】
　ステップＳ１０７において、携帯端末１のロック制御部１４が、メモリ６に記憶されて
いる第２の認証ＩＤを読出す。
【００３５】
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　ステップＳ１０８において、携帯端末１のロック制御部１４が、受信した第１の認証Ｉ
Ｄと、読み出した第２の認証ＩＤとを照合する。照合結果が一致している場合には、ステ
ップＳ１０９に進み、不一致の場合には、ステップＳ１１４に進む。
【００３６】
　ステップＳ１０９において、携帯端末１のロック制御部１４は、近距離通信部１０を通
じて、ウェアラブル端末２に対して、ウェアラブル端末２の加速度センサ２７から出力さ
れる第１の加速度データを送信するように指示する。
【００３７】
　ステップＳ１１０において、ウェアラブル端末２の近距離通信部２６が、第１の加速度
データの送信指示を受信した場合に、処理がステップＳ１１１に進む。
【００３８】
　ステップＳ１１１において、ウェアラブル端末２の近距離通信部２６が、加速度センサ
２７から出力される第１の加速度データを携帯端末１へ送信する。
【００３９】
　ステップＳ１１２において、携帯端末１のロック制御部１４が、近距離通信部１０を通
じて、ウェアラブル端末２から第１の加速度データを受信する。
【００４０】
　ステップＳ１１３において、携帯端末１のロック制御部１４が、携帯端末１の加速度セ
ンサ９から出力される第２の加速度データを取得する。
【００４１】
　ステップＳ１１４において、携帯端末１のロック制御部１４が、第１の加速度データが
示す加速度の方向と第２の加速度データが示す加速度の方向が略同一、すなわち加速度の
方向の差が所定の角度以内のときには、ユーザが、ウェアラブル端末２を装着している腕
の掌に携帯端末１が保持されていることが示されるので、処理をステップＳ１１６に進ま
せる。上記条件が満たされないときには、処理がステップＳ１１５に進む。
【００４２】
　ステップＳ１１５において、ロック制御部１４は、タッチパネル５を通じて、ユーザが
入力したパスワードが正しいか否かを判定する。正しい場合には、処理がステップＳ１１
６に進み、正しくない場合には、処理がステップＳ１０３に戻る。
【００４３】
　ステップＳ１１６において、ロック制御部１４は、ロック機能を解除する。
　図４は、第１の実施形態の効果を説明するための図である。
【００４４】
　ウェアラブル端末２を装着している人物Ａが、携帯端末１を机の上に残して移動したと
きに、ウェアラブル端末２から送信される第１の認証ＩＤが携帯端末１で受信された場合
には、特許文献１のような従来例では、ロック機能が解除されてしまう。その結果、別の
人物Ｂが、携帯端末１を操作できてしまう。
【００４５】
　本実施の形態では、携帯端末１が静止しているので、携帯端末１の加速度センサ９が出
力する第２の加速度データが示す加速度の方向と、ウェアラブル端末２の加速度センサ２
７が出力する第１の加速度データが示す加速度の方向とが略同一とならない。したがって
、ロック機能が解除されないので、別の人物Ｂによって、携帯端末１が操作されるのを防
止できる。
【００４６】
　以上のように、本実施の形態によれば、ユーザが、ウェアラブル端末と携帯端末を同一
の手で保持し、その手を動かしたときに、ロック機能が解除されるので、ウェアラブル端
末を装着したユーザが、携帯端末を保持していないときに、携帯端末のロック機能が解除
されるのを防止できる。
【００４７】
　また、第１の加速度データが示す加速度の方向と第２の加速度データが示す加速度の方
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向とが略同一とならない場合であっても、パスワードの入力画面が表示され、タッチパネ
ル５を通じて、ユーザが入力したパスワードが正しい場合には、ロックが解除されるので
、ユーザがウェアラブル端末と携帯端末とを保持して動作することによりロック解除する
方法を忘れたとしても、携帯端末のロック解除が可能になる。
【００４８】
　なお、ステップＳ１１４でＮＯの場合に、パスワードの入力画面が表示されず、処理が
ステップＳ１０３に戻ってもよい。
【００４９】
　［第２の実施形態］
　本実施の形態では、ロック制御部１４は、第１の加速度データと第２の加速度データと
が、ウェアラブル端末２を装着している第１の腕と別の第２の腕の掌に携帯端末１が保持
され、所定のパターンで、第１の腕と第２の腕とが動作したことを示す場合に、ロック機
能を解除する。所定のパターンとして、たとえば、第１の腕と第２の腕とを逆方向に動く
パターンとすることができる。このときには、第１の加速度データが示す加速度の方向と
第２の加速度データが示す加速度の方向が略逆向き、すなわち、第１の加速度データが示
す加速度の方向を１８０°回転した方向と、第２の加速度データが示す加速度の方向との
差が所定の角度以内となる。
【００５０】
　図５は、第２の実施形態でのロック機能が解除される例を表わす図である。
　図５（ａ）は、ユーザの腕の動作前の状態を示し、図５（ｂ）は、ユーザの腕の動作後
の状態を表わす。
【００５１】
　図５（ａ）に示すように、ユーザが第１の腕（左腕）にウェアラブル端末２を装着し、
第２の腕（右腕）の掌に携帯端末１を保持した状態で、第１の腕が鉛直下方向（図５（ａ
）の矢印Ｌ１の方向）に動き、第２の腕が鉛直上方向（図５（ａ）の矢印Ｒ１の方向）に
動いたときには、図５（ｂ）に示すように、ユーザの腕の状態が変化する。
【００５２】
　このときには、第１の加速度データが示す加速度の方向と第２の加速度データが示す加
速度の方向が略逆向きとなり、ロック機能が解除される。
【００５３】
　図６は、第２の実施形態のロック機能の設定および解除の手順を表わすフローチャート
である。
【００５４】
　図６のフローチャートが、図３のフローチャートと相違する点は、図６のフローチャー
トが、ステップＳ１１４の代わりに、ステップＳ２１４を備える点である。
【００５５】
　図６を参照して、ステップＳ２１４において、携帯端末１のロック制御部１４が、第１
の加速度データが示す加速度の方向と第２の加速度データが示す加速度の方向が略逆向き
の場合には、ウェアラブル端末２を装着している第１の腕と別の第２の腕の掌に携帯端末
１が保持され、第１の腕と第２の腕とを逆方向に動いたことが示されるので、処理をステ
ップＳ１１６に進ませる。上記条件が満たされないときには、処理がステップＳ１１５に
進む。
【００５６】
　以上のように、本実施の形態によれば、ユーザが、ウェアラブル端末と携帯端末とを別
々の手で保持し、その手を所定のパターンで動かしたときに、ロック機能が解除されるの
で、ウェアラブル端末を装着したユーザが、携帯端末を保持していないときに、携帯端末
のロック機能が解除されるのを防止できる。
【００５７】
　なお、所定のパターンとして、第１の腕と第２の腕とによって、予め定められた文字、
記号、図形などを描くようなものであってもよい。
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【００５８】
　［第３の実施形態］
　本実施の形態では、ロック制御部１４は、第１の加速度データと第２の加速度データと
が、ウェアラブル端末２を装着し、かつ携帯端末１を保持しているユーザが移動したこと
を示すときには、ロック機能を解除する。
【００５９】
　図７は、第３の実施形態でのロック機能が解除される例を表わす図である。
　図７（ａ）は、ユーザの移動前の状態を示し、図７（ｂ）は、ユーザの移動中の状態を
表わす。
【００６０】
　ユーザＡが、ウェアラブル端末２を装着し、かつ携帯端末１を保持した状態で、移動し
た場合には、第１の加速度データによって示される移動と、第２の加速度データで示され
る移動とが同様の特性を有する。したがって、第１の加速度データと第２の加速度データ
とによって、ウェアラブル端末２を装着し、かつ携帯端末１を保持しているユーザが移動
したか否かを判定することができる。
【００６１】
　図８は、第３の実施形態のロック機能の設定および解除の手順を表わすフローチャート
である。
【００６２】
　図８のフローチャートが、図３のフローチャートと相違する点は、図８のフローチャー
トが、ステップＳ１１４の代わりに、ステップＳ３１４を備える点である。
【００６３】
　図８を参照して、ステップＳ３１４において、携帯端末１のロック制御部１４が、第１
の加速度データと第２の加速度データとが、ウェアラブル端末２を装着し、かつ携帯端末
１を保持しているユーザが移動したことを示すときには、処理をステップＳ１１６に進ま
せる。上記条件が満たされないときには、処理がステップＳ１１５に進む。
【００６４】
　以上のように、本実施の形態によれば、ユーザが、ウェアラブル端末と携帯端末とを保
持した状態で、移動したときにロック機能が解除されるので、ウェアラブル端末を装着し
たユーザが、携帯端末を保持していないときに、携帯端末のロック機能が解除されるのを
防止できる。
【００６５】
　［第４の実施形態］
　本実施の形態が、ロック制御部１４は、第１の加速度データと第２の加速度データとが
、ウェアラブル端末２が装着されている腕の掌に携帯端末１が保持されていることを示す
ときには、ロック機能を解除する代わりに、ロック機能の解除を簡略化する。簡略化の例
として、ロック制御部１４は、ロック機能の解除のために、パスワードの入力を要求する
場合に、上記条件が満たされたときに、簡略パスワードの入力によって、ロック機能を解
除する。たとえば、パスワードが８文字からなる場合には、簡略パスワードは、パスワー
ドを構成する８文字のうちの先頭から４個の文字からなるものとすることができる。
【００６６】
　図９は、第４の実施形態のロック機能の設定および解除の手順を表わすフローチャート
である。
【００６７】
　図９のフローチャートが、図３のフローチャートと相違する点は、図９のフローチャー
トでは、ステップＳ１１４でＮＯの場合に、処理がステップＳ４０１に進む点である。
【００６８】
　図９を参照して、ステップＳ４０１において、ロック制御部１４は、タッチパネル５を
通じて、ユーザが入力した簡略パスワードが正しいか否かを判定する。正しい場合には、
処理がステップＳ１１６に進み、正しくない場合には、処理がステップＳ１０３に戻る。
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　以上のように、本実施の形態では、ユーザが、ウェアラブル端末と携帯端末を同一の手
で保持し、その手を動かしたときに、ロック機能の解除が簡略化されるので、ウェアラブ
ル端末を装着したユーザが、携帯端末を保持していないときに、携帯端末のロック機能が
解除されるのを防止できる。
【００７０】
　なお、本実施の形態では、第１の実施形態におけるロック機能の解除の代わりに、ロッ
ク機能の解除を簡略化する方式について説明したが、これに限定するものではない。
【００７１】
　第２～第３の実施形態におけるロック機能の解除の代わりに、ロック機能の解除を簡略
化するものとしてもよい。
【００７２】
　すなわち、図６のフローチャートでステップＳ２１４でＮＯの場合に、処理がステップ
Ｓ４０１に進むものとしてもよい。また、図８のフローチャートでステップＳ３１４でＮ
Ｏの場合に、処理がステップＳ４０１に進むものとしてもよい。
【００７３】
　また、本発明の実施形態では、ウェアラブル端末として、ユーザの腕に装着される時計
型のウェアラブル端末について説明したが、これに限定されるものではない。本発明にお
いて、ウェアラブル端末は、指輪型のウェアラブル端末またはヘッドマウントディスプレ
イであってもよい。
【００７４】
　なお、上述の実施形態では、ウェアラブル端末の認証が成功することが、ロック機能の
解除または解除の簡略化の前提条件であったが、これに限定するものではなく、ウェアラ
ブル端末の認証手続きを省略してもよい。
【００７５】
　たとえば、第１～第４の実施形態では、図３、図６、図８、図９のステップＳ１０３～
Ｓ１０８の処理を省略してもよい。
【００７６】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【００７７】
　１　携帯端末、２　ウェアラブル端末、３　制御部、４，２１　制御部、５，２３　タ
ッチパネル、６，２５　メモリ、７　アンテナ、８　無線通信部、９，２７　加速度セン
サ、１０，２６　近距離通信部、１１　無線制御部、１２，２８　表示制御部、１３，２
９　入力制御部、１４　ロック制御部、１５，３２　センサ制御部、１６，３０　アプリ
ケーション実行部、１７，３１　近距離通信制御部。
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【手続補正書】
【提出日】平成30年10月24日(2018.10.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の加速度センサを備えたウェアラブル端末との通信が可能な携帯端末であって、前
記ウェアラブル端末は、前記第１の加速度センサから出力される第１の加速度データを前
記携帯端末に送信し、認証情報を前記携帯端末に送信し、
　前記携帯端末は、
　ユーザからの入力を受け付ける入力部と、
　前記ウェアラブル端末との間で通信を行い、前記ウェアラブル端末から前記認証情報を
受信する通信部と、
　ロック機能を設定および解除するロック制御部と、
　第２の加速度データを出力する第２の加速度センサとを備え、
　前記通信部は、前記ウェアラブル端末から前記認証情報を受信すると、前記ウェアラブ
ル端末から前記第１の加速度センサが出力する第１の加速度データを受信し、
　前記ロック制御部は、ロック機能が設定されている場合において、前記第１の加速度デ
ータと前記第２の加速度データとが、前記ウェアラブル端末と前記携帯端末とが同一ユー
ザに保持されていることを示すか否かに基づいて、前記ロック機能の解除を制御し、
　前記ウェアラブル端末から前記認証情報を受信しないと、前記ユーザからの入力に基づ
いて、前記ロック機能の解除を制御する、携帯端末。
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【請求項２】
　前記ロック制御部は、ロック機能が設定されている場合において、前記受信した認証情
報が正当であるときに限り、前記第１の加速度データと前記第２の加速度データとが、前
記ウェアラブル端末と前記携帯端末とが同一ユーザに保持されていることを示すか否かに
基づいて、前記ロック機能の解除を制御する、請求項１記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記ロック制御部は、前記第１の加速度データと前記第２の加速度データとが、前記ウ
ェアラブル端末と前記携帯端末とが同一ユーザに保持されていることを示す場合には、前
記ロック機能を解除する、請求項１記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記ロック制御部は、前記第１の加速度データと前記第２の加速度データとが、前記ウ
ェアラブル端末と前記携帯端末とが同一ユーザに保持されていることを示す場合には、前
記ロック機能の解除を簡略化する、請求項１記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記携帯端末は、
　ユーザからの入力を受け付ける入力部を備え、
　前記ロック制御部は、前記ロック機能の解除のために前記入力部からのパスワードの入
力を要求し、前記第１の加速度データと前記第２の加速度データとが、前記ウェアラブル
端末と前記携帯端末とが同一ユーザに保持されていることを示す場合には、前記パスワー
ドを構成する複数の文字のうちの一部の文字が入力されたときに、前記ロック機能を解除
する、請求項４記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記ロック制御部は、前記第１の加速度データと前記第２の加速度データとが、前記ウ
ェアラブル端末が装着されている腕の掌に前記携帯端末が保持されていることを示すとき
には、前記ロック機能を解除、または前記ロック機能の解除を簡略化する、請求項１記載
の携帯端末。
【請求項７】
　前記ロック制御部は、前記第１の加速度データと前記第２の加速度データとが、前記ウ
ェアラブル端末が装着されている第１の腕とは別の第２の腕の掌に前記携帯端末が保持さ
れ、所定のパターンで、前記第１の腕と前記第２の腕とが動作したことを示すときには、
前記ロック機能を解除、または前記ロック機能の解除を簡略化する、請求項１記載の携帯
端末。
【請求項８】
　前記ロック制御部は、前記第１の加速度データと前記第２の加速度データとが、前記ウ
ェアラブル端末を装着し、かつ前記携帯端末を保持しているユーザが移動したことを示す
ときには、前記ロック機能を解除、または前記ロック機能の解除を簡略化する、請求項１
記載の携帯端末。
【請求項９】
　ウェアラブル端末との通信が可能な携帯端末におけるロック制御方法であって、
　前記ウェアラブル端末は、第１の加速度データを出力する第１の加速度センサを備え、
前記携帯端末は、第２の加速度データを出力する第２の加速度センサを備え、
　前記ロック制御方法は、
　前記携帯端末が、ロック機能を設定するステップと、
　前記携帯端末が、前記ウェアラブル端末から送信された認証情報を受信するステップと
、
　前記携帯端末が、前記受信した認証情報が正当か否かを判定するステップと、
　前記携帯端末が、前記ウェアラブル端末から送信された前記第１の加速度データを受信
するステップと、
　前記携帯端末が、前記受信した認証情報が正当であるときには、前記受信した第１の加
速度データと、前記第２の加速度センサから出力される前記第２の加速度データとが、前
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記ウェアラブル端末と前記携帯端末とが同一ユーザに保持されていることを示すか否かに
基づいて、前記ロック機能の解除を制御し、前記受信した認証情報が正当でないときには
、前記ウェアラブル端末と前記携帯端末とが同一ユーザに保持されていることを示すか否
かに基づかずに、前記ロック機能の解除を制御する、携帯端末のロック制御方法。
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